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【西川都市計画課長】  おはようございます。定刻になりましたので始めさせていただ

きたいと思います。 

 本日は、ご多忙中のところ、小金井市都市計画審議会にご出席いただきましてありがと

うございます。 

 ただいまから平成２４年度第１回小金井市都市計画審議会を開会いたします。 

 初めに、委員の出席状況について報告申し上げます。審議会委員１９名中１７名のご出

席をいただき、小金井市都市計画審議会条例第７条第２項の規定により、過半数以上の出

席を得ていますので、会議は成立していることを報告申し上げます。 

 また、井上委員につきましては、本日ご都合により欠席とのご連絡をいただいてござい

ます。 

 申し遅れましたが、私は事務局を担当しております都市計画課長の西川です。よろしく

お願いいたします。 

 さて、平成２４年２月１６日に開催いたしました前回の都市計画審議会以降、学識経験

のある委員の改選や関係行政機関の委員の異動がございまして、新たに審議会委員にご就

任いただきました方がおられますので、改めまして委員全員のご紹介をさせていただきま

す。 

 委員のご紹介につきましては、現在お座りいただいている窓側から席次順にご紹介させ

ていただきますことをご了承ください。 

 最初に、高橋金一委員でございます。平成２３年７月２１日から委員にご就任いただい

ております。農業委員会職務代理者をされております。 

【高橋金一委員】  高橋です。よろしくお願いします。 

【西川都市計画課長】  渡辺委員でございます。市議会議員をされております。平成２

３年５月２４日から委員にご就任いただいております。 

【渡辺委員】  渡辺ふき子でございます。よろしくお願いいたします。 

【西川都市計画課長】  中根委員でございます。市議会議員をされております。平成２

３年５月２４日から委員にご就任いただいております。 

【中根委員】  中根三枝です。よろしくお願いいたします。 

【西川都市計画課長】  古川委員でございます。平成２０年１０月１日から引き続き委

員にご就任いただいております。元東京都建設局長でございます。現在は会社顧問をされ

ております。 
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【古川委員】  どうぞよろしくお願いします。 

【西川都市計画課長】  千明委員でございます。前多摩建築指導事務所建築指導第二課

長の川崎委員の退職による異動に伴い、平成２４年５月１７日から委員にご就任いただい

ております。 

【千明委員】  千明でございます。よろしくお願いいたします。 

【西川都市計画課長】  露口委員でございます。市議会議員をされております。平成２

３年５月２４日から委員にご就任いただいております。 

【露口委員】  露口です。よろしくお願いいたします。 

【西川都市計画課長】  大澤委員でございます。平成２３年７月１日から引き続き委員

にご就任いただいております。東京むさし農業協同組合理事をされております。 

【大澤委員】  大澤です。どうぞよろしくお願いします。 

【西川都市計画課長】  根上委員でございます。平成２３年６月１０日から引き続き委

員にご就任いただいております。日本大学で教授をされております。都市計画をご専攻さ

れております。 

【根上委員】  根上です。よろしくお願いいたします。 

【西川都市計画課長】  紀委員でございます。市議会議員をされております。平成２３

年５月２４日から委員にご就任いただいております。 

【紀委員】  紀由紀子でございます。よろしくお願いいたします。 

【西川都市計画課長】  板倉委員でございます。市議会議員をされております。平成２

３年５月２４日から委員にご就任いただいております。 

【板倉委員】  未熟者です。どうぞよろしくお願いします。 

【西川都市計画課長】  宮崎委員でございます。市議会議員をされております。平成２

３年５月２４日から委員にご就任いただいております。 

【宮崎委員】  宮崎晴光です。よろしくお願いします。 

【西川都市計画課長】  安部委員でございます。前北多摩南部建設事務所長の加藤委員

の異動に伴い、平成２４年７月１６日から委員にご就任いただいております。 

【安部委員】  安部です。よろしくお願いいたします。 

【西川都市計画課長】  村山委員でございます。市議会議員をされております。平成２

３年５月２４日から委員にご就任いただいております。 

【村山委員】  村山秀貴です。よろしくお願いいたします。 
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【西川都市計画課長】  杉山委員でございます。平成２０年１０月１日から引き続き委

員にご就任いただいております。会社役員をされております。 

【杉山委員】  杉山です。よろしくお願いします。 

【西川都市計画課長】  吉永委員でございます。前小金井警察署長の高松委員の退職に

よる異動に伴い、平成２４年８月２７日から委員にご就任いただいております。 

【吉永委員】  吉永でございます。よろしくお願いいたします。 

【西川都市計画課長】  高橋清徳委員でございます。前任の須藤委員が小金井市市民参

加条例の規定上、３期までと定められた再任期間満了となったため、平成２４年１０月１

日から委員にご就任いただいております。会社役員をされております。本日はまだお見え

になっておりません。 

 関根委員でございます。市議会議員をされております。平成２３年１２月２７日から委

員にご就任いただいております。 

【関根委員】  関根です。よろしくお願いします。 

【西川都市計画課長】  田頭委員でございます。市議会議員をされております。平成２

３年５月２４日から委員にご就任いただいております。 

【田頭委員】  田頭祐子でございます。よろしくお願いいたします。 

【西川都市計画課長】  井上委員でございます。小金井消防署長をされております。平

成２３年４月１日から委員にご就任いただいております。本日、公務のため欠席とのご連

絡をいただいてございます。 

 以上で委員の紹介を終わらせていただきます。 

 本日は、学識経験委員改選後の初めての審議会となりますが、席次については、後ほど

諮らせていただきたいと思います。ただいま委員の皆様には仮にご着席をいただいており

ますことをご了承ください。 

 それでは、お手元に差し上げております次第に従いまして進行させていただきます。 

 会長の選出でございますが、先ほども申し上げましたが、学識経験委員改選後の初めて

の審議会となりますので、会長が決まってございません。したがいまして、会長選出まで

の議事につきまして座長に進行していただく必要がございます。座長につきましては、慣

例によりまして学識経験のある者の中で最年長と思われる委員にお願いしたいと思います

が、いかがでしょうか。 

〔「異議なし」との声あり〕 
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【西川都市計画課長】  ありがとうございます。異議なしとのことでございますので、

僭越でございますが、ご指名をさせていただきたいと思います。 

 古川委員が最年長かと思われますので、座長をお願いいたします。 

【古川座長】  古川でございます。どうぞよろしくお願いいたします。会長が選出され

るまでの間、私が座長を務めさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 早速ですが、議事に入ります。議題は、会長の選出についてであります。会長の選出に

ついて事務局より説明をいただければと思います。 

【西川都市計画課長】  会長の選出につきましては、小金井市都市計画審議会条例第５

条第１項の規定により、会長は第３条第１項第１号の委員、これは学識経験のある者とい

うことでございます。このうちから、委員の選挙により定めるとなっております。つまり、

学識経験委員６名の中から選挙により選出していただきます。 

【古川座長】  会長の選出は、学識経験委員の中から選挙で行うとのことですが、いか

がいたしましょうか。 

 選挙の方法について、事務局より提案等があればお願いいたします。 

【西川都市計画課長】  選挙の方法につきましては、指名推選、若しくは別室で学識経

験委員６名による会長選出がございますが、これまでは指名推選で選出いただいておりま

す。 

【古川座長】  選挙の方法について、事務局から２つの方法について提案がありました

が、前例に従いまして指名推選でいかがでしょうか。 

〔「異議なし」との声あり〕 

【古川座長】  異議がないようですので、指名推選で行いたいと思います。 

 それでは、どなたか推薦をお願いいたします。 

 高橋委員 

【高橋金一委員】  専門家でもありますので、前年と同じように根上委員にお願いした

いと思いますので、推薦させていただきます。 

【古川座長】  ありがとうございました。 

 ただいま会長に根上委員が推薦されましたが、いかがでしょうか。 

〔「異議なし」との声あり〕 

【古川座長】  ご異議なしとのことでございますので、根上委員を会長に選出させてい

ただきます。 
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 それでは、会長が決まりましたので、座長の任務を終了させていただきます。委員の皆

様方のご協力に感謝申し上げます。どうもありがとうございました。 

【西川都市計画課長】  ありがとうございました。 

 会長が選出されましたので、ここで、本日審議いただきます案件、付議１件、報告１件

を、市長欠席のため、副市長の三木から読み上げさせていただきます。 

【三木副市長】  小金井市都市計画審議会会長、根上彰生様、小金井市長、稲葉孝彦 

 小金井都市計画生産緑地地区の変更について付議 

 小金井市都市計画審議会条例第１条の規定により、下記事項について審議会に付議しま

す。 

記 

 案件名称 

 小金井都市計画生産緑地地区の変更について（付議）（小金井市決定） 

 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

【西川都市計画課長】  付議が終了いたしましたので、ここからは根上会長に審議会の

進行をお願いしたいと思います。 

 会長、よろしくお願いいたします。 

【根上会長】  僣越ではございますが、会長を拝命いたしました。スムーズな審議に努

めていきたいと思いますので、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

 それでは、これから議事に入るわけですが、その前に席次を決めるということで、先ほ

ど話がありました。 

 席次についてお諮りしたいと思います。慣例では抽せんで決定することもあるというふ

うに伺っておりますが、特に支障がないようでしたら、現在の席次のままでと思いますが、

いかがでしょうか。 

〔「異議なし」との声あり〕 

【根上会長】  異議なしとの声をいただきましたので、席次については現在の席のまま

進めさせていただきます。 

 後ほど事務局から席次表をお配りするということでございます。それでは、このまま進

行させていただきます。 

 次に、会長職務代理者の指名を行います。小金井市都市計画審議会条例第５条第３項の

規定により、会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代
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理するとなっています。 

 この規定に基づきまして、私のほうから指名させていただきたいと思います。前任期に

引き続きまして、古川委員にお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」との声あり〕 

【根上会長】  異議なしとの声をいただきましたので、古川委員、ぜひよろしくお願い

いたします。 

【古川委員】  どうぞよろしくお願いいたします。精いっぱい努めたいと思います。 

【根上会長】  どうもありがとうございました。 

 それでは、早速議事を進めさせていただきたいと思います。 

 お手元にお配りしておりますとおり、本日ご審議いただく案件は、付議案件１件と報告

１件でございます。案件１は、小金井都市計画生産緑地地区の変更についての付議でござ

います。案件２は、用途地域等に関する指定方針についての報告でございます。この２件

ということになります。 

 早速、議案について事務局より説明を受けたいと思いますが、進行については、まず案

件１について審議を行い、この審議会の態度を決定する、その後、続いて案件２について

審議を行うというふうに進めたいと思いますが、いかがでしょうか。 

〔「異議なし」との声あり〕 

【根上会長】  どうもありがとうございます。それでは、そのように進めさせていただ

きます。 

 説明のためにパワーポイントを使用するということでございますので、準備ができ次第、

案件１について事務局から説明をお願いいたします。 

【酒井都市整備部長】  それでは、小金井都市計画生産緑地地区の変更について、パワ

ーポイントにより説明させていただきます。 

 今回の変更は、生産緑地地区の削除及び追加でございます。毎年、都市計画審議会での

説明の際に出てまいります、買い取り申出、行為制限の解除、都市計画の変更までの流れ

について、案件の説明に先立って、生産緑地地区の基礎知識を含めて説明させていただき

ます。また、追加について説明させていただいた後、個別箇所の説明を行います。 

 生産緑地地区制度についてですが、市街化区域内農地等は、住宅・宅地供給促進のため

の素地と良好な都市環境の形成のためや、生鮮野菜の供給のため残された貴重な緑地、オ

ープンスペースとしての２つの性格を持っております。こうした基本的考え方から平成３
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年に生産緑地法が一部改正され、市街化区域内農地等を対象とした総合的な住宅地供給施

策として、農地等所有者は、保全すべき農地等又は宅地化する農地等の選択を行いました。 

 保全する農地等については、計画的に保全し、良好な都市環境の形成を図るために、市

が都市計画制度により生産緑地地区として指定することにより、３０年間にわたり保全が

図られるものでございます。 

 生産緑地地区としての要件、つまり指定基準は、農地等所有者その他関係権利者全員の

同意を条件に、良好な生活環境形成に相当の効用があり、公園などの公共施設などの敷地

に供する土地として適していること、面積が５００平方メートル以上の一団の農地等であ

ること、現に農業等の用に供されており、その継続が可能な農地等であることなどが主な

要件になっております。 

 生産緑地地区の指定をされますと、市街化区域内農地等としての土地利用が、都市計画

上、明確化されます。さらに、農地等として管理することが義務付けられ、農地等以外の

利用は不可能になります。生産緑地地区内では、建築物などの新築、増築、宅地造成など

の土地利用はできないことになります。このことを行為制限といいます。また、税制上の

優遇措置が受けられ、固定資産税及び都市計画税が農地課税になります。 

 次に、買い取り申出制度についてですが、生産緑地地区の指定を解除できる条件として

は、生産緑地地区に指定されて３０年経過したとき、又は農業等の主たる従事者の死亡に

より農業等の継続が不可能となったときや、身体の故障を有することになった場合であり、

市長に生産緑地を時価で買い取るように申し出ることになっております。市長は買い取り

申出を受けた後、１か月以内にその生産緑地を買い取るか、買い取らないかを所有者に通

知します。買い取らない場合は、他の営農者等への斡旋に努めますが、申出の日から３か

月以内に斡旋が成立しなかったときには行為制限が解除されまして、建築物の新築や増築、

宅地造成等の土地の転用が可能となります。したがいまして、この時点で生産緑地法上の

行為制限が解除されますので、都市計画上は生産緑地地区に指定されていても、宅地化す

べき農地等としての取扱いができる状況となり、現在既に宅地造成等の工事が始まってい

ることがありますが、全般、後追いで都市計画変更を行うことになります。 

 これから説明いたします小金井都市計画生産緑地地区の変更につきましても、買い取り

申出に伴う案件は３か月以上経過しておりますので、生産緑地法上の行為制限が既に解除

されており、農地等以外のほかの用途への土地利用が可能な状況になっております。 

 生産緑地の追加指定について説明させていただきます。小金井市都市計画マスタープラ
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ンの施策の一つとして、生産緑地の追加指定などによる農地の確保を掲げております。そ

の実現の方法の一つとして、農地の営農行為が持つ緑地としての機能を重視し、継続的な

営農が約束される農地等を生産緑地に追加するため、平成２２年度に生産緑地の指定方針

及び指定基準の改正を行いました。追加指定の手続は、農業委員会と連絡調整を行い、農

地等の認定の意見を得て内容を審査し、必要があるものについて都市計画審議会に諮り、

都市計画の決定をするものでございます。 

 それでは、本日の案件であります小金井都市計画生産緑地地区の変更について説明させ

ていただきます。 

 今回の変更は９件でございます。内訳は、平成２３年１月１日から同年１２月３１日ま

での生産緑地法第８条第４項の規定に基づく削除が１件、同法第８条第４項の規定及び同

法第１０条に基づく買い取り申出に伴う削除が１件、同法第１０条に基づく買い取り申出

に伴う削除が６件、市の指定方針及び指定基準に基づき追加するものが１件の合計９件で

ございます。 

 面積でございますが、現在の生産緑地地区の面積約６６.８１ヘクタール、２２５件を６

６.３３ヘクタール、２２４件に変更するもので、約０.４８ヘクタール減とするものでご

ざいます。 

 次に、変更を行う位置及び区域ですが、図面をご確認ください。全９件のうち、地区の

全部を削除するものが番号２０、番号７５の２件でございます。 

 次に、地区の一部を削除するものが番号２８、番号９８、番号１０１、番号１５６、番

号２６３、番号２６６の６件でございます。 

 最後に、地区の新規追加をするものが番号２７９でございます。 

 図面は変更箇所９か所の位置を示した総括図でございます。ご覧のように、中央線の北

側に３か所、南側に６か所となっております。 

 それでは、番号の小さいほうから順に説明させていただきます。 

 番号２０です。東町四丁目地内でございます。生産緑地法第１０条に基づく買い取り申

出に伴う行為制限の解除によるものでございます。変更前の一団の面積が約１,５８０平方

メートルで、地区の全部を削除するものでございます。削除地区を南西側から見た９月中

旬頃の現地の状況です。現地の状況は、画面のとおりでございます。 

 続いて、番号２８です。東町五丁目地内でございます。生産緑地法第１０条に基づく買

い取り申出に伴う行為制限の解除によるものでございます。変更前の一団の面積が約１,
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４１０平方メートルで、そのうち約２５０平方メートルを削除し、残った約１,１６０平方

メートルを番号２８にするものでございます。削除地区を南西側から見た９月中旬頃の現

地の状況でございます。現地の状況は、画面のとおりでございます。 

 続いて、番号７５です。緑町二丁目地内でございます。生産緑地法第１０条に基づく買

い取り申出に伴う行為制限の解除によるものでございます。変更前の一団の面積が約９３

０平方メートルで、地区の全部を削除するものでございます。削除地区を北方向から見た

９月中旬頃の現地の状況です。現地の状況は、画面のとおりでございます。 

 続いて、番号９８です。緑町五丁目地内でございます。生産緑地法第１０条に基づく買

い取り申出に伴う行為制限の解除によるものでございます。番号９８の変更前の一団の面

積が約２,２３０平方メートルで、そのうち約８１０平方メートルを削除し、残った約１,

４２０平方メートルを番号９８にするものでございます。削除地区を南東側から見た９月

中旬頃の現地の状況でございます。現地の状況は、画面のとおりでございます。 

 続いて、番号１０１です。緑町五丁目地内でございます。番号１０１の一部は、開発に

伴い、道路用地として幅１.０メートル程度の寄附がされたため、道路の設置として生産緑

地法第８条第４項に基づく行為制限の解除及び残りが生産緑地法第１０条に基づく買い取

り申出に伴う行為制限の解除によるものでございます。番号１０１の変更前の一団の面積

が約２,９００平方メートルで、そのうち約９７０平方メートルを削除し、残った約１,９

３０平方メートルを番号１０１にするものでございます。削除地区を南東側から見た９月

中旬頃の現地の状況でございます。現地の状況は、画面のとおりでございます。 

 続いて、番号１５６です。前原町五丁目地内でございます。前原坂下交番の建て替えに

伴う生産緑地法第８条第４項の規定に基づく行為制限の解除によるものでございます。変

更前の一団の面積が約９５０平方メートルで、そのうち約７０平方メートルを削除し、残

った約８８０平方メートルを番号１５６にするものでございます。削除地区を北側から見

た９月中旬頃の現地の状況でございます。現地の状況は、画面のとおりでございます。 

 続いて、番号２６３です。東町一丁目地内でございます。生産緑地法第１０条に基づく

買い取り申出に伴う行為制限の解除によるものでございます。変更前の一団の面積が約５,

４１０平方メートルで、そのうち約２,４９０平方メートルを削除し、残った約２,９２０

平方メートルを番号２６３にするものでございます。削除地区を南西側から見た８月上旬

頃の現地の状況でございます。現地の状況は、画面のとおりでございます。 

 続いて、番号２６６です。東町三丁目地内でございます。生産緑地法第１０条に基づく
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買い取り申出に伴う行為制限の解除によるものでございます。変更前の一団の面積が約１,

４４０平方メートルで、そのうち約７１０平方メートルを削除し、残った約７３０平方メ

ートルを番号２６６にするものでございます。削除地区を北側から見た９月中旬頃の現地

の状況でございます。現地の状況は、画面のとおりでございます。 

 続いて、番号２７９です。貫井南町二丁目地内でございます。市の指定方針及び指定基

準に基づき、新規に地区を追加するものでございます。新規追加としての面積約３,０２０

平方メートルを番号２７９にするものでございます。９月中旬頃の追加地区を野川を挟ん

で北西側から見た現地の状況でございます。現地の状況は、画面のとおりでございます。 

 内部の状況でございます。 

 生産緑地地区についての都市計画策定の経緯と今後の予定ですが、東京都との協議につ

いては、平成２４年９月１２日に意見のない旨の協議結果を得てございます。都市計画法

第１７条に基づく公告・縦覧につきましては、９月１８日から１０月２日までの２週間行

いまして、意見書の提出はございませんでした。また、本日の都市計画審議会でご議決い

ただき、平成２５年１月１日に市の告示を行う予定でございます。 

 最後に、生産緑地地区指定の推移について、概略をグラフにしましたので、ご覧いただ

きたいと思います。 

 平成３年に生産緑地法の一部改正がありまして、先ほど説明させていただいたように、

現行の法律に基づいて運用されております。小金井市は平成４年に約８４.８２ヘクタール

を指定し、その後、追加指定及び買い取り申出等による面積の増減がございまして、今回

の変更により約６６.３３ヘクタールになるものでございます。平成６年度をピークに、こ

の１８年間で約１８.８６ヘクタール減少しております。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

【根上会長】  どうもありがとうございました。 

 それでは、ただいまの案件、小金井都市計画生産緑地地区の変更についての質疑を行い

たいと思います。 

 板倉委員、よろしくお願いいたします。 

【板倉委員】  不勉強なものですから、認識が違っているかもしれません。それはご容

赦願いたいと思います。 

 ２つ伺います。１つは、番号１５６、前原の坂下交差点の、東八道路のほうへ行ったと

ころの、交番があるところですね。ここについては７０平方メートル削除するということ
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で、交番の建て替えに伴って生産緑地の一部の７０平方メートルを削除するというように

認識をしたのですが、従来は交番の一部に入っていなくて、今回、交番の敷地として広が

ったので削除するというふうになったんでしょうか、教えてください。まず、経過を伺い

たいということです。 

 ２つ目は、私の認識が誤っていれば教えていただくことになりますけれども、生産緑地、

主たる従事者の方が、指定された３０年間営農すれば生産緑地の網は外れるわけですけれ

ども、途中で相続など発生をする、あるいは病気などで主たる従事者の方が営農できなく

なる、その場合に、後継者の方がいらっしゃって、後継者の方が引き続き営農するという

場合には、特例農地、相続税納税猶予農地になってくるのではないかと私は思っています。

そうすると、その後継者の方は終生営農を義務付けられる。生産緑地の場合には市民農園

などに指定されている。特例農地になると自分で営農しなきゃいけないから、体験型市民

農園という形にできるのですけれども、特例農地になって、後継者の方が特例農地として

営農されていって、最後、人生を終えられるという形で、今回、指定解除になるという部

分はあるでしょう。特例農地としてそれの期限が終わって網が外れる、買い取り申請にな

るというケースはあったのでしょうか。言っていること、わかりますよね。お願いいたし

ます。 

【根上会長】  ただいま２点ご質問いただきました。事務局から回答をお願いいたしま

す。 

【石原環境政策課長】  まず、板倉委員の１点目の交番の建て替えに伴う指定解除の件

でございますけれども、生産緑地の解除の要件として、いつも多く案件に上がっているも

のについては、相続というものがほとんどでございますけれども、指定解除の要件は相続

だけではなくて、公共用地として買収したりするようなものについても生産緑地地区を解

除する要件となります。 

 今回、交番につきましては、現状の建て替えの中で、今まで交番の敷地として使ってい

た用地分だけではどうしても建て替えが困難ということで、隣接する生産緑地地区を買収

した上で、生産緑地の公共使用という形で行為制限を解除させていただいて、建て替えを

行っていただいたものでございます。 

 それから、２番目のご質問の、納税猶予の満了によって解除された生産緑地が今回の案

件にあるのかということでございますけれども、私どものほうで、個々具体的に、今回、

故障によるという案件はないんですけれども、相続が発生した中で、相続税の取扱いをど



12 

うするから解除したいとか、そういったヒアリングまでも行って解除すべきかどうかとい

うふうに判断しているものではございませんので、今回、納税猶予が満了したことによっ

て解除したというものがあるかどうかについては把握してございません。 

【板倉委員】  いいです。 

【根上会長】  よろしいでしょうか。 

 それでは、ほかにご質疑、お願いいたします。 

【露口委員】  １点、ちょっと確認しておきたいのですが、本件につきましては、私、

市議会のほうからの一人ですけれども、いろいろと全員協議会等で議論されたので、その

旨、その範囲内ではちょっとわからなくて、お聞きしたいのですけれども、１つ、今日説

明していただいた中で、もちろん３０年間ということ、あるいは市への買い取り申出は、

１年間だとか、そういうことがわかったのですが、その最後のほうに、追加指定というと

ころで、農業委員会に諮る旨というのがあったような気がするのですが、私、見過ごして

いたらいけないですけれども、たしか農業委員会、最初のほうに出てきたような気がしま

す。それが大きく違っていると、私のこの質疑、全く成り立たないので、そのことがちょ

っと気になっています。 

 というのは、農業委員に関しましては、市議会のほうからも当然何人か出ております。

しかしながら、市議会のほうでも、農業委員さんが本件については追加の指定についてご

存じなかったというような情報を私たちは聞いています。「農業委員会と連携調整を行い」

ということの中で、農業委員会なのに農業委員が知らないということは、ちょっと疑問に

感じたので、そのことは私たちの議会の中では議論されませんでした。その件について、

ちょっと説明をいただければ、私はありがたいなと思いますので、お願いいたします。 

【根上会長】  それでは、ご説明、事務局からお願いいたします。 

【石原環境政策課長】  露口委員の、農業委員会との連携ということでございますけれ

ども、現場を地区の農業委員さんに見ていただいて、その状況を農業委員会全体にかけて

追加指定にふさわしいかどうか諮るというところまで実務的には行っておりませんで、地

区の農業委員さんと環境政策課の職員とが、所有者の方とともに現地を確認して追加指定

ができるかどうかを確認しているという範囲にとどまってございまして、その地区の農業

委員さんが、次回の農業委員会の中で、私の地区でこのような現地を見学しましたとか、

そういった報告まではされていないということでご認識いただければと思います。 

【露口委員】  結構です。 
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【根上会長】  よろしいでしょうか。 

 それでは、ほかにいかがでしょうか。 

〔「なし」との声あり〕 

【根上会長】  特にご質問、ないようですので、これで質疑は終了ということにさせて

いただきます。 

 それでは、案件１について、審議会としての決をとりたいと思います。 

 案件１、小金井都市計画生産緑地地区の変更について（小金井市決定）は、原案のとお

り決定してよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」との声あり〕 

【根上会長】  異議なしということで、付議のとおりということで決定いたします。 

 引き続きまして、案件２、用途地域等に関する指定方針について、事務局より説明をお

願いいたします。 

【酒井都市整備部長】  それでは、案件２、用途地域指定方針について報告させていた

だきます。 

 まず、配付資料についてですが、資料１として、今後実施するパブリックコメントで用

いる用途地域の指定方針の原案と、資料２として、これまでの東京都の指定方針と今回策

定する小金井市の指定方針を比較した新旧対照表、そして、参考資料として、東京都の用

途地域の指定基準を加工したものをお配りしております。 

 初めに、用途地域の指定方針を策定する経緯について説明させていただきます。 

 本件は、国から基礎自治体への権限移譲により、平成２４年４月１日から、これまで東

京都決定だった用途地域の決定及び変更に係る権限が小金井市決定になったことから策定

する必要が生じたものでございます。昨年度の平成２４年２月に開催した都市計画審議会

において、市の基準を策定するまでの間は、暫定的に東京都の基準を準用する旨の報告を

させていただいております。このたび、用途地域の適切な運用がなされるように、決定権

者として用途地域の指定方針及び指定基準を策定するものでございます。 

 用途地域の指定方針及び指定基準は、まちづくりの基本となる用途地域の指定の考え方

を示すものであり、昨年度に改定した小金井市都市計画マスタープラン等の上位計画で掲

げたまちづくりを実現するために策定するものでございます。 

 では、用途地域の指定方針について説明させていただきます。資料２をご参照いただき

たいと思います。 
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 まず、資料の構成ですが、左から、これまでの東京都の用途地域の指定方針、次に、小

金井市の用途地域の指定方針原案、そして、備考欄にその違いをそれぞれ記載しておりま

す。 

 用途地域の指定方針は、大きく５章で構成されており、第１章が上位計画での位置付け

の整理、第２章が用途地域の設定方針、第３章がその他の地域地区の活用方針、第４章が

用途地域の決定に係る留意事項、そして第５章にその他の事項となっております。 

 では、順を追って、第１章から説明させていただきます。資料２の１ページをご覧くだ

さい。第１章には、小金井市都市計画マスタープランを踏まえた土地利用の方針として、

昨年度改定した小金井市都市計画マスタープランのうち、土地利用の方針の主な項目とし

て、拠点と都市軸についてまとめております。この章は、上位計画の整理としてまとめて

おり、参考までに東京都の指定方針では、東京の新しい都市づくりビジョンの内容がまと

められていました。 

 続いて、第２章について、資料の５ページからをご覧ください。本章では、用途地域等

に関する設定方針として、住宅地、業務商業地、工業地、複合市街地といった各市街地類

型ごとに指定する用途地域を具体的に挙げています。市街地類型ごとの用途地域の考え方

は、これまでの東京都の考え方と同様のため、小金井市に該当する部分のみを抽出し、一

部表現を変更しているものの、内容については変更しておりません。 

 続いて、第３章について、資料の９ページからをご覧ください。本章では、その他の地

域地区の活用方針として、特別用途地区、高度地区、高度利用地区、防火地域及び準防火

地域等について活用の考え方をまとめています。この章についても、これまでの東京都の

考え方と同様のため、小金井市に該当する部分のみを抽出し、一部表現を変更しているも

のの、内容については変更しておりません。 

 続いて、第４章について、資料の１１ページからをご覧ください。本章では、用途地域

の変更及び決定に当たっての留意すべき事項として、用途地域の変更のタイミングや地区

計画の原則化、区域の考え方等をまとめています。この章についても、これまでの東京都

の考え方と同様のため、内容については変更しておりません。 

 最後に、第５章について、資料の１５ページからをご覧ください。本章では、都市計画

制度の紹介をまとめています。項目については、東京都の指定方針で挙げられていた制度

について一部表現を変更しているものの、内容については変更しておりません。 

 用途地域の指定方針の説明は以上となります。 
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 今後のスケジュールとしては、１１月１５日よりパブリックコメントを実施し、意見等

を反映させた後、来年１月２５日開催予定の都市計画審議会に付議し、決定する予定でご

ざいます。 

 なお、参考資料として、用途地域の指定基準もお配りしておりますが、こちらについて

はこれまでの東京都の指定基準のうち、小金井市で適用できない項目を削除して策定する

予定でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

【根上会長】  それでは、ただいまのご説明につきまして質疑を行いたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

【板倉委員】  権限移譲によって、東京都の決定権から地方自治体、小金井市の決定権

に移ったということで、それにあわせて、今までは東京都が、１０年前につくられたもの

にあわせて、小金井市版の指定方針を、今回原案を策定したという背景があることであり

ます。 

 それで、パブリックコメントを１１月中旬から１か月間行うというご説明があったんで

すが、都市計画法ではこのようになっています。市町村の都市計画に関する基本的な方針

ということで、第１８条の２の第２項、市町村は、基本方針を定めようとするときは、あ

らかじめ、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする

と。これでパブリックコメントというふうになっていると思いますが、私たち市議会議員

は事前に市議会で説明を受けていますけれども、この文章、今の説明と同じ内容で、一定、

専門的な用語を知っている、議会側でもなかなか全体を把握するのには、一定の予習なり

知識が必要だなということを感じました。 

 パブリックコメントで小金井市版の全文を掲載し、意見を求めるというふうになると思

いますけれども、都市計画法の第１８条の２の第２項で言っているように、公聴会あるい

は市民説明会という形のものをやっていく必要があるんじゃないか、そう思います。公聴

会という形では、都市計画審議会の一つの材料になるかもしれませんけれども、広く市民

に説明をする、もっと、この資料だけではなくて、パワーポイントを使っての、わかりや

すい目に見える形での説明をやっていくことが必要なのではないかということを、私は、

この間の経験で感じています。その点、部局のご見解を伺いたいというのが１点でありま

す。 

 ２つ目は、小金井市で決定権を持つということですが、上位計画があるということであ
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ります。市町村の都市計画決定ということで、都市計画法の第１９条の第３項ではこのよ

うにうたっています。市町村は、都市計画区域又は準都市計画区域について都市計画を決

定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならないということ

で、市の場合は、協議ということが義務付けられております。同じ都市計画法第１９条の

第４項には、都道府県知事は、一の市町村の区域を超える広域の見地からの調整を図る観

点又は都道府県が定め、若しくは定めようとする都市計画との適合を図る観点から協議を

行うということがうたわれています。そうすると、東京都の都市計画決定のものがあって、

しかし、地方自治体では、市では、市で決定権を持っているということになると、東京都

の計画との適合を図る観点から協議を行うということで、小金井市は結局東京都の上位計

画に従わざるを得なくなってしまうのか、そこは協議の場として小金井市独自の判断する

部分があるのかどうか、この点はどのようにお考えなのか。小金井市の裁量権はどこまで

認められるのかというところは、権限が移譲されても結局何もならないのではないかとい

う危惧を持ちますので、その点、どのようにお考えになっているかを伺いたい。 

 近隣との調整を図るというのは東京都も強調しています。例えば、市境との間での、片

方では別の用途地域を持っていて、小金井市側は低層住宅の用途地域を持っていると、そ

うすると争いが起きますよね、近隣住民の間で。その点の調整を図るということなのか、

あるいは、駅前はこういうふうにしなきゃいけないということを東京都が持っていて、例

えば国分寺の駅前はこういう用途地域だと、小金井市の駅前はこういう別の用途地域だと

なると困るので、東京都が間に入るということも、協議という部分では考えられるのかな

と思います。一の市町村の区域を超える広域の見地からの調整を図る観点ということで協

議を行うということですから、市境だけじゃなくて、同じ駅前だったらこういうふうにし

なきゃいけないということを持っているので、それも協議の対象というふうに東京都は考

えるのか、広域的に考えられますけれども、ここはどのように認識しておいてよろしいで

しょうか。 

 雑駁ではありますが、２点ほどになりますが、よろしくお願いいたします。 

【根上会長】  どうもありがとうございました。 

 それでは、ただいまのご質問について、事務局からご回答をお願いいたします。 

【西川都市計画課長】  それでは、１点目につきまして、公聴会を開く必要があるので

はないかというご質問でございますけれども、この点につきましては、今回の用途地域の

指定方針についての上位計画であります小金井市の都市計画マスタープランにおきまして
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は、策定委員会を設けまして、学識経験者等の方で組織いたしまして、２年間かけて都市

計画マスタープランを策定いたしました。そのほかに、市民協議会を２年間、やはり同じ

ような期間の中で、市民の方の意見をまとめまして上位計画を策定してございます。ほか

には中学生の意見等も聞きながら、また、パブリックコメント、それから東京都への意見

照会等も行いまして上位計画を策定した経過がございます。 

 今回の用途地域の指定につきましては、下部の方針という形になりますので、今回につ

きましては、公聴会という形で広く意見を求めるということよりも、都市計画審議会を経

まして、あと、パブリックコメントを実施することによって、広く市民の方の意見を求め

たいと考えてございます。 

 それから、２点目の、東京都との協議の中で、市の裁量権についてでございますけれど

も、こちらにつきましては、東京都では区域マスタープランというものを設けてございま

して、区域マスタープランというのは、基礎自治体である小金井市や他市のマスタープラ

ンを集約したもので作成しておりまして、区域マスタープランと、小金井市、各市の都市

計画マスタープランというのは基本的に整合が図られているようなものでございます。そ

の中から、市と都の方向性が乖離しないような形の中でつくり込みをしておりますので、

市の裁量権がないのかということになりますと、それは区域によりまして考えていかなけ

ればいけないということでございますけれども、今回は方針という大きな市の考え方を示

すものの中では、東京都と同じような、大きく変わったものではないというふうに考えて

ございます。 

【根上会長】  どうぞ。 

【板倉委員】  ご答弁いただきました。確かに今回は用途地域を確定するための議案で

はなくて、小金井市の用途地域を決める際の基本方針的なものですよね。それはわかりま

す。基本的な方針であるからこそ、ご説明ありました都市計画マスタープランの前にいろ

いろ伺いましたということはわかりますが、基本的な方針を定めるということですから、

私はやはり一定の説明会なりやっていく必要があるという認識を持っています。 

 というのは、パブリックコメント、公民館なり、いろいろ小金井市の公共施設などに、

小金井市版というものを置いて意見を求めるということですが、これを読むだけではわか

りづらい部分があります。ですから、やはりパワーポイントなどを使って説明をし、その

上でご意見をいただくという形にしないと、なかなかこれは難しいなというのが、私の率

直な感想です。その点については本当に具体化していただきたいなという思いを持ってお
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ります。これは意見として述べておきたいと思います。 

 あと、この方針に基づいて、用途地域をこれから小金井市が決めていくというふうにな

るわけです。それも小金井市の決定権になっていくわけですけれども、東京都の協議を事

前に受けなければなりません。その前に、２つ、私は述べました。１つは市境の問題です。

用途地域が市境、隣り合わせで違っているとなると、近隣住民としては不都合があるだろ

うと。片方は高層マンションができて、片方は低層住宅でということもおかしいなという

感じがしますので、その点を協議していくというのはわかります。ただ、その場合に、ど

ちらに合わせていくのかというのが問題になりますよね。既に高層住宅が建っていると用

途地域を下げるというわけにいかないから、小金井市も同じように高くしろと、用途地域、

高いのができるようなものにしろというふうに協議されていくのではないかという危惧は

持ちます。１つはそれがあります。 

 もう一つは、先ほど紹介しましたけれども、一の市町村の区域を超える広域の見地から

の調整を図ると、だから、一方で東京都の、先ほどありました、区域マスタープランがあ

ると、駅前はこういうものであってほしいという東京都の思いがあるとすると、こちらの

駅ではこういうような用途地域になっていて、地区計画などもあって、でかいものができ

る。片方の駅では、そこまでのものは考えていないというふうな市があったとする。東京

都はそれじゃ困るということで調整を図って、隣の駅と同じように、高いのができるよう

な用途地域にし、というような指導になってくるのではないかという思いを持ちますが、

そうすると、小金井市は独自のまちづくり、小金井市は水と緑ということを言っています

よね。そうすると、駅に降りたら、自然というものが感じられるような駅前だなというよ

うなまちであると、私は多くの方を呼べるという個人的な感想を持っていますが、そうい

う裁量が小金井市にあるのかどうか、小金井市に権限が移譲されている、そういう裁量が

あるのかどうかという点についてのご見解を伺いたい。 

 市境についても、おそらく隣に高いのができていたら、小金井市だけ低いものというふ

うな用途地域を東京都が認めるかどうかというのはありますけれども、その点の小金井市

の裁量ですね。出てくるのかどうかというのが一つ、もう一度伺います。小金井市の裁量

が許されるかどうか。 

 それと、最初、伺いませんでしたけれども、都市計画マスタープランがありますから、

今回の指定基準というのは都市計画マスタープランをもとにつくられていますので、パブ

リックコメントを諮った場合に、市民からいろんな意見がもし来たとします。小金井市は
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どこまでそれを採用することができますでしょうか。東京都の区域マスタープランがある、

小金井市の都市計画マスタープランが既にある、それに基づいて指定基準を決めるとなる

と、パブリックコメントで出てきた意見についてはどういうものが受け入れられる余地と

して残っているでしょうか。それもちょっと疑問としてあります。どのようにご見解を持

っていらっしゃいますか。お願いいたします。 

【根上会長】  板倉委員、どうもありがとうございました。 

 １点目の、説明会等を開催して市民にもっと丁寧に説明したほうがいいではないかとい

うことについては、ご意見ということでお伺いいたします。 

 ２点目の、先ほどの事務局の回答では、東京都の方針と小金井市の方針では大きく乖離

がないので問題は起きないというようなご説明だったかと思いますが、仮に市が独自の考

えを持った場合に裁量権はあるのかというようなご質問かと思います。 

 最後の、パブリックコメントの結果をどう受けとめて反映するかということのご質問が

新たに追加で出てきましたので、２点目、３点目について、事務局からご回答をお願いい

たします。 

【西川都市計画課長】  再質問でございますが、小金井市境のところとか、その辺につ

きまして、例えば、私どもとしましては、今現在の良好な住環境を保全するということが

一つ大きな用途地域の中での基準になってくるかと思います。小金井市におきましては、

住居系が９５％を占めてございまして、それから商業系が約４％、工業系につきましては、

準工業ですけれども１％ということでありますので、ほとんどが住居系の用途地域になっ

てございます。その中で、市境について、一方の市が、高いものができたとかいうことを、

やはり今の現状ではないという認識でおりますけれども、その辺も、小金井市の住環境を

守るということは、隣接市の住環境にも値してきますので、そういうところを東京都と協

議をして、お互いに用途地域の変更がもし出てくるようなことがありますと、広域的な視

野で考えている東京都の協議という形の中で、お互いに隣接している市同士の協議も必要

になってくるというふうに考えてございます。 

 それから、市境と、あとはマスタープランの中では、駅前が拠点ということで、総合拠

点と副次拠点という形で、武蔵小金井駅周辺、東小金井駅周辺というものを定めてござい

ますけれども、その中でやはり駅周辺につきましては、ある一定の商業圏という形の中で

考えていかなければいけないということの中で、そういう局地的な部分についての裁量と

いうものは、地区計画等を設定する上では出てくるのかとは思いますけれども、今の全体
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的な方針としては、先ほどと繰り返しになりますけれども、東京都がつくっております区

域マスタープランに合わせた形の中で、市は都市計画マスタープランを設定しております

ので、方針的にはそのような形で進めていくようになると考えてございます。 

 あと、パブリックコメントの意見にどういうふうに応えていくかということでございま

すけれども、ちょっとお答えが難しいのかなと思っておりますけれども、パブリックコメ

ントでどのような意見が出てこられるかによって、今私どもが考えている意見とどの程度

の差異があるのか、または、どのような形でご指示というか、ご意見いただけるのかちょ

っとわからないので、今の段階で、どういうものがパブリックコメントの意見の中で残し

ていけるかということでございますけれども、１か月間ありますので、意見をちょっと見

させていただく中で、部局として検討したいと考えてございます。 

 以上です。 

【板倉委員】  最後、確認で伺いたいんですが、一番最後のパブリックコメントで、要

するに、今年の３月に策定した小金井市の都市計画マスタープランの範囲を超える意見に

ついては採用できないという認識になるということでよろしいですか。 

【根上会長】  それでは、事務局、お願いいたします。 

 今の、範囲を超えるというのは、マスタープランの。 

 内容に含まれないような意見が出てきた、あるいはそれに反するような、抵触するよう

なもの。 

【板倉委員】  反するというのか、という意味です。 

【根上会長】  そういうようなご質問です。 

【西川都市計画課長】  都市計画マスタープランは、平成１３年に策定しまして、ここ

で１０年経過したということで改定してございます。現行のマスタープランは１０年間、

都市計画の大前提の方針としてそちらを掲げておりますので、そちらと、今回の意見があ

まりにも相違があるような場合につきましては、一定検討が必要になるかと思っておりま

す。 

【根上会長】  都市計画マスタープランは長期的な大方針で、それが途中で変わるとい

うことは基本的にはないというようなことですので、それによってマスタープランを修正

するというようなことはできないので、多分それに対してはコメントについての回答を市

から質問者に出すというようなことになろうかと思います。というようなことでよろしい

でしょうか。 
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【板倉委員】  わかりました。 

【根上会長】  ほかにいかがでしょうか、ご質疑。 

〔「なし」との声あり〕 

【根上会長】  特にないようでしたら、これで案件２についての質疑を終了したいと思

いますが、よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」との声あり〕 

【根上会長】  異議なしということですので、案件２についての質疑を終了いたします。 

 それでは、本日の案件はこれで全て終了になります。 

 事務局からスケジュール等、何かご説明ありますでしょうか。 

【西川都市計画課長】  それでは、今後のスケジュールについて説明させていただきま

す。 

 １１月１５日よりパブリックコメントを実施し、意見等をいただきまして、それを反映

させた後に、１月２５日の午後に開催予定でございます本都市計画審議会に付議をして、

決定をしていく予定でございます。 

【根上会長】  ありがとうございました。 

 次回は、用途地域等に関する指定方針のパブリックコメント後ということですので、今、

板倉委員からのご質問もありました。具体的なパブリックコメントが出てきた後の審議会

ということになりますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、本日の審議は全て終了いたしました。予定していた時間より少し早く終わっ

たようです。円滑な審議にご協力いただきましてありがとうございます。 

 それでは、これで閉会いたします。どうもありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 


